第２５回総会議事録
＜開催日＞　　　令和７年８月６日（水曜）
＜開催場所＞　　木更津市役所　朝日庁舎（会議室Ａ１・Ａ２）
＜会議に付した議案等＞
日程第１　議事録署名委員の指名
日程第２　報告第１５２号～報告第１７８号
農地法第３条の３届出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１件
農地法第４条届出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

農地法第５条届出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 １５件

日程第３　報告第１７９号～報告第１９０号　農地の転用事実等に関する照会　　　　　　　１２件
日程第４　報告第１９１号～報告第２０１号　農地法第１８条第６項等通知　　　　　　　　１１件
日程第５　議案第７９号　　　　　　　　　　農地買受適格証明願　　　　　　　　　　　　　１件

日程第６　議案第８０号～議案第８７号　　　農地法第３条許可申請　　　　　　　　　　　　８件
日程第７　議案第８８号～議案第８９号　　　農地法第４条許可申請　　　　　　　　　　　　２件
日程第８　議案第９０号～議案第９７号　　　農地法第５条許可申請　　　　　　　　　　　　８件

日程第９　議案第９８号～議案第９９号　　　農地法第５条の規定による許可後の　　　　　　２件
計画変更承認申請
日程第１０　議案第１００号　　　　　　　　農業委員会等に関する法律第２３条の規定　　　１件
　による農業委員会の同意について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜出席委員＞　
１番　小倉　和　　　　　　２番　露嵜　伸哉　　　　　３番　礒貝　正一
４番　地曵　昭裕　　　　　５番　鈴木　康裕　　　　　６番　嶌野　知明
７番　村田　正明　　　　　８番　村上　常雄　　　　　９番　関　　和美
１０番　桐谷　勝美　　　　１１番　鈴木　修一郎　　　１２番　和田　倉𠮷
１３番　金子　一夫　　　　１４番　宮沢　伸子　　　　１５番　礒貝　徳三
１６番　石渡　和美　　　　１７番　齋藤　洋一　　　　１８番　杉山　孝
以上　１８人　出席
＜遅刻委員＞　　９番　関　　和美
＜欠席委員＞　　無し
＜傍聴者＞　　　無し
＜事務局出席者＞
事務局長　山口　裕之　　　係長　　岡部　哲朗　　　主任主事　杉沢　謙太朗
　　
　　　
　　　

〈午後２時３０分開会〉
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	委員の皆様には、総会への出席を頂き、ありがとうございます。
ただ今から、第２５回総会を開催いたします。

本日の出席委員は１７名であり、定数の過半数を超える出席がありますので、会議は成立していることを報告いたします。なお、議席９番関和美委員から遅れて出席する旨の届出がありました。
本日の議事日程につきましては、既にお配りした議案書記載のとおりです。
それでは、日程に入ります。

日程第1、議事録署名委員の指名につきましては、議席１０番桐谷勝美委員と、議席１６番石渡和美委員を指名いたします。

書記には、事務局職員杉沢主任主事を任命します。
次に、日程第２から第４まで、報告第１５２号から報告第２０１号まで、３ページから１６ページまでの５０案件につきまして、事務局の報告を求めます。
報告案件についてご説明いたします。
日程第２、報告第１５２号から報告第１７８号までについて、まず農地法第３条の３の届出が１１件ありまして、全て相続によるものです。
次に、農地法第４条の届出が１件ありまして、住宅建築用地への転用の届出でした。
次に、農地法第５条の届出が１５件ありまして、そのうち１２件が住宅関係、１件が資材置場、１件が保育園園庭用地、１件が園舎用地への転用の届出でした。
【関委員入室】

次に、日程第３、報告第１７９号から報告第１９０号までについて、農地の転用事実等に関する照会１２件ありまして、全て法務局からの照会で、全て非農地と回答しております。
次に、日程第４、報告第１９１号から報告第２０１号までについて、農地法第１８条第６項等の通知１１件ありまして、そのうち２件が農地法、９件が基盤強化法に係る解約でした。
以上で、事務局の説明を終わります。
次に、日程第５、議案第７９号、１７ページの農地買受適格証明願について、議題に供します。
なお、議案第７９号については日程第６、議案第８０号、１８ページの農地法第３条許可申請と関連案件であるため、議題に供し、併せて審議いたします。
事務局の説明を求めます。
議案第７９号農地買受適格証明願及び議案第８０号農地法第３条許可申請について、関連議案のため、一括してご説明いたします。
競売や公売により農地を取得するため、買受けの申出をすることができる者は、農業委員会又は県知事の買受適格証明書の交付を受けたものに限られており、今回の案件は耕作目的での買受のため、申請者が適格者か否か農地法第３条許可基準に添ってご審議いただくものです。
それでは申請内容について、ご説明いたします。
当該農地ですが、３条位置図１の請西地先の農地となります。
東京国税局が当該農地の２分の１の所有権を公売により処分する予定で、申請者がその農地の権利を取得し、継続して農業を行うために申請がされたものです。
入札期間、見積価額等については、議案書の備考欄に記載のとおりでございます。

以上で、事務局の説明を終わります。
続いて、地区担当委員の鈴木康裕委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。
議案第７９号及び８０号について一括してご説明します。
本件は申請人が既に持分■■■■の権利を所有する農地を公売にて、■■■２分の１の権利を取得し、引き続き耕作する計画となっています。
申請人は現在■■歳、農業従事日数は年間約１６０日で、農業機械は耕うん機を所有しており、自作地について遊休農地等はありません。
申請地の現況は畑でトマト・ナスなどの露地野菜を作付けする計画となっており、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。
　以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたしました。
　ご審議のほどよろしくお願いします。
以上で、説明が終わりました。

ただ今の事務局及び地区担当委員の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。
意見等が無いようですので、採決にうつります。
議案第７９号農地買受適格証明願及び議案第８０号農地法第３条許可申請について、一括で採決したいと思いますが、異議はございませんか。
〈　異議無しの声　〉
異議も無いようですので、採決いたします。
農地買受適格証明書を交付すること及び申請者が落札した場合において、許可に賛成の方は挙手願います。
〈　挙　　　　手　〉

挙手全員であります。

よって、議案第７９号は 農地買受適格証明書を交付することとし、議案第８０号は申請者が落札した場合において、許可と決定いたします。
　次に、日程第６、議案第８１号から第８７号まで、１８ページから１９ページまでの農地法第３条許可申請７案件について議題に供します。
事務局の説明を求めます。
初めに、議案第８１号ですが、申請箇所は、３条位置図２の畔戸地先の農地です。農業経営の拡大を目的に贈与による所有権移転をするものです。
議案第８２号ですが、申請箇所は、３条位置図３の久津間地先の農地です。農業経営の拡大を目的に売買による所有権移転をするものです。
議案第８３号ですが、申請箇所は、３条位置図４の有吉地先の農地です。事業規模拡大による生産性の向上を図る目的に売買による所有権移転をするものです。
議案第８４号ですが、申請箇所は、３条位置図５の笹子地先の農地です。農業経営の拡張を目的に売買による所有権移転をするものです。
議案第８５号ですが、申請箇所は、３条位置図６の笹子地先の農地です。農業経営の拡張を目的に売買による所有権移転をするものです。
　議案第８６号ですが、申請箇所は、３条位置図７の吾妻地先の農地です。園児たちの食育教育を目的に贈与による所有権移転をするものです。
議案第８７号ですが、申請箇所は、３条位置図８の真里谷地先の農地です。農業経営の拡大を目的に贈与による所有権移転をするものです。
以上で、事務局の説明を終わります。
　続いて、地区担当委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。

初めに、議案第８１号 及び 第８２号について、地曵委員お願いします。
　議案第８１号について仲村推進委員と現地調査を行ってまいりましたので説明いたします。
　本件は、農業経営の拡大のため、申請がなされたものです。
　譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約１６０日で、約３，７９７㎡の農地を申請者と家族１名で耕作しております。
　農業機械は、耕うん機、農用トラック、草刈り機等を所有しており、自作地において遊休農地等はありません。

　申請地の現況は田で水稲を作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。
　以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたしました。
　次に議案第８２号について先ほどと同様仲村推進委員と現地調査を行ってまいりましたので説明いたします。
本件は、農業経営の拡大のため、申請がなされたものです。
　譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約３００日で、約２５，１１６㎡の農地を申請者と家族３名で耕作しております。
　農業機械は、トラクター、田植え機、もみすり機等を所有しており、自作地において遊休農地等はありません。

　申請地の現況は田で水稲を作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。
　以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたしました。
　ご審議のほどよろしくお願いします。
続いて、議案第８３号については、私から説明します。
議案第８３号について説明いたします。
本件は、事業規模拡大による生産性の向上を図るため、申請がなされたものです。
　譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約１５０日で、約２１，７６１㎡の農地を申請者と家族２名で耕作しております。
　農業機械は、トラクター、田植え機、耕うん機等を所有しており、自作地において遊休農地等はありません。

　申請地の現況は田で水稲を作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。
　以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたしました。
　ご審議のほどよろしくお願いします。
続いて、議案第８４号及び第８５号について、礒貝徳三委員お願いします。
初めに、議案第８４号について説明いたします。
本件は、農業経営の拡張のため、申請がなされたものです。
　譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約１６０日で、約４，５７６㎡の農地を申請者と家族２名で耕作しております。
　農業機械は、トラクター、田植え機、耕うん機等を所有しており、自作地において遊休農地等はありません。

　申請地の現況は畑で梅を作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。
以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたしました。
次に、議案第８５号について説明いたします。
本件は、農業経営の拡張のため、申請がなされたものです。
　譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約１６０日で、約４，５７６㎡の農地を申請者と家族２名で耕作しております。
　農業機械は、トラクター、田植え機、耕うん機等を所有しており、自作地において遊休農地等はありません。

　申請地の現況は田で水稲を作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。
以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたしました。
ご審議のほどよろしくお願いします。
続いて、議案第８６号について、露嵜委員お願いします。
議案第８６号についてご説明します。
　本件は当該社会福祉法人が園児の食育教育のために農地の所有権移転を行うもので、梅、柿、ブルーベリー、みかん、レモン、栗を申請地で作付けする計画となっています。
提出された申請書から社会福祉事業に係る業務の運営に必要なものとして申請地が活用され、その農地すべてを使用し、耕作がされると判断いたしました。
　申請地の現況は畑で周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。
　以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたしました。
ご審議のほどよろしくお願いします。
続いて、議案第８７号について、村田委員お願いします。
議案第８７号について須藤推進委員と現地調査を行ってまいりましたので説明いたします。
本件は、農業経営の拡張のため、申請がなされたものです。
　譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約２００日で、約１５，０２５㎡の農地を申請者と家族１名で耕作しております。
　農業機械は、トラクター、田植え機、耕うん機等を所有しており、自作地において遊休農地等はありません。

　申請地の現況は畑で大豆を作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。
以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたしました。
ご審議のほどよろしくお願いします。
以上で、説明が終わりました。

ただ今の事務局及び地区担当委員の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。
意見等が無いようですので、採決にうつります。

議案第８１号から第８７号までの７案件について、一括で採決したいと思いますが、異議はございませんか。　
〈　異議無しの声　〉
異議が無いようですので、採決いたします。

許可に賛成の方は、挙手願います。
〈　挙　　　　手　〉
挙手全員であります。

よって、議案第８１号から第８７号までの７案件は、許可と決定いたします。
次に、日程第７、議案第８８号及び第８９号、２０ページの農地法第４条許可申請２案件について議題に供します。
なお、議案第８９号は、日程第９、議案第９８号、２３ページの農地法第５条の規定による 許可後の計画変更承認申請と関連案件であるため、議題に供し、併せて審議いたします。

　事務局の説明を求めます。
初めに、議案第８８号について説明します。
申請箇所は、転用位置図４－１の牛込地先の農地になります。
申請目的は、専用住宅の建築でございます。
農地区分については、第１種農地であり原則転用許可はできませんが、周辺地域居住者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものに該当すると判断し、例外的に許可できるものです。
資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■円となっており、金融機関からの残高証明により確認し、問題がないことを確認しています。

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は問題ないことを確認しています。
事業完了予定ですが、令和１０年３月末を予定しております。
次に、議案第８９号について説明します。
申請箇所は、転用位置図４－２の瓜倉地先の農地になります。
本件は平成１９年３月１２日に譲受人と当時の譲渡人との間で使用貸借権の設定を受け、専用住宅の建築を目的に許可を受けたものでございます。今回、譲受人が相続により本件土地を取得し、改めて工事を再開するために許可を得ようとするものでございます。
当初計画からの変更点については建築面積及び工期でございます。資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■円となっており、金融機関からの残高証明により確認し、問題がないことを確認しています。
事業完了予定ですが、令和８年４月末日を予定しております。

以上で、事務局の説明を終わります。
続いて、地区担当委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。

初めに、議案第８８号について、桐谷委員お願いします。
議案第８８号について、申請地の調査及び転用事業者から事情を聴取してまいりましたので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準にそって、順次ご説明いたします。
まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、周囲をL型擁璧で囲うため、土砂の流出等は起きないと思われます。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、新設する浄化槽で処理した後に雨水とともに南側の既設側溝へ放流する計画のため、問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないか及び周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、周辺に営農中の農地がないため問題はないと思われます。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断いたしました。
よろしくご審議のほど、お願いします。
続いて、議案第８９号及び第９８号について、石渡委員お願いします。
議案第８９号及び第９８号について、申請地の調査及び転用事業者から事情を聴取してまいりましたので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準にそって、順次ご説明いたします。
まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、周囲をL型擁璧で囲うため、土砂の流出等は起きないと思われます。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、新設する浄化槽で処理した後に雨水とともに南側の既設側溝へ放流する計画のため、問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないか及び周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、周辺に営農中の農地がないため問題はないと思われます。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断いたしました。
よろしくご審議のほど、お願いします。
以上で、説明が終わりました。

ただ今の事務局及び地区担当委員の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。
意見等が無いようですので、採決にうつります。
議案第８８号及び第８９号、農地法第４条許可申請及び議案第９８号、同法第５条の許可後の計画変更承認申請について、一括で採決したいと思いますが、異議はございませんか。
〈　異議無しの声　〉
異議が無いようですので、採決いたします。

許可に賛成の方は、挙手願います。
〈　挙　　　　手　〉
挙手全員であります。
よって、議案第８８号及び第８９号並びに第９８号は、許可相当として、知事に意見書を　送付いたします。
次に、日程第８、議案第９０号から第９７号まで、２１ページから２２ページまでの農地法第５条許可申請８案件について議題に供します。
事務局の説明を求めます。
初めに、議案第９０号ですが、申請箇所は、転用位置図５－１久津間地先の農地です。

申請目的は、車両置場・資材置場用地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。

農地区分については、第１種農地であり原則転用許可できないところでございます。

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■円となっており、第三者の個人からの借入金で賄う計画です。

転用行為の支障となる権利者はおりませんが、事業計画書によると３００㎥の土砂を埋める計画ですが市残土条例や盛土規制法の協議状況については、書類の添付がないので確認できません。

事業完了予定ですが、令和７年１０月３０日を完了予定としております。
次に、議案第９１号ですが、申請箇所は、先ほどの転用位置図５－１久津間地先の農地です。

申請目的は、車両置場用地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。

農地区分については、第１種農地であり原則転用許可できないところでございます。

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■円となっており、自己資金で賄う計画です。

転用行為の支障となる権利者はおりませんが、事業計画書によると４００㎥の土砂を埋める計画ですが市残土条例や盛土規制法の協議状況については、書類の添付がないので確認できません。

事業完了予定ですが、令和７年１０月３０日を完了予定としております。
次に、議案第９２号ですが、申請箇所は、先ほどの転用位置図５－１久津間地先の農地です。

申請目的は、車両置場用地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。

農地区分については、第１種農地であり原則転用許可できないところでございます。

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■円となっており、自己資金で賄う計画です。

転用行為の支障となる権利者はおりませんが、事業計画書によると３００㎥の土砂を埋める計画ですが市残土条例や盛土規制法の協議状況については、書類の添付がないので確認できません。

事業完了予定ですが、令和７年１０月３０日を完了予定としております。
なお、議案第９０号から第９２号までについて、先ほど申し上げた通り許可申請書類について不備があることから行政手続法に基づき期日を指定したうえで補正を求めましたところ申請者の代理人から拒否する旨の回答がなされたことを申し添えます。

次に、議案第９３号ですが、申請箇所は、転用位置図５－２牛袋地先の農地です。

申請目的は、駐車場用地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。

農地区分については、第１種農地であり原則転用許可はできませんが、既存施設の拡張で、拡張部分の敷地面積が既存施設の敷地面積の２分の１を超えないものに該当すると判断し、例外的に許可できるものです。

資金計画ですが、建設費等の費用は、約■■■■円となっており、自己資金で賄う計画です。

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は問題ないことを確認しています。

事業完了予定ですが、令和１２年１１月２０日を完了予定としております。
次に、議案第９４号ですが、申請箇所は、転用位置図５－３請西地先の農地です。

申請目的は、資材置場用地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。

農地区分については、第２種農地と判断しました。

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■円となっており、自己資金で賄う計画です。

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は問題ないことを確認しています。

事業完了予定ですが、令和７年１１月３０日を予定しております。
次に、議案第９５号ですが、申請箇所は、転用位置図５－４草敷地先の農地です。

申請目的は、太陽光発電施設用地で、転用を伴う地上権設定の許可申請です。

農地区分については、第２種農地と判断しました。

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■■■円となっており、自己資金で賄う計画です。

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は問題ないことを確認しています。

事業完了予定ですが、令和８年３月１日を予定しております。
次に、議案第９６号ですが、申請箇所は、転用位置図５－５真里谷地先の農地です。

申請目的は、太陽光発電施設用地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。

農地区分については、第２種農地と判断しました。

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■円となっており、自己資金で賄う計画です。

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は問題ないことを確認しています。

事業完了予定ですが、令和８年３月３１日を予定しております。
次に、議案第９７号ですが、申請箇所は、転用位置図５－６真里谷地先の農地です。

申請目的は、太陽光発電施設用地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。

農地区分については、第２種農地と判断しました。

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■円となっており、自己資金で賄う計画です。

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は問題ないことを確認しています。

事業完了予定ですが、令和７年１１月３０日を予定しております。
以上で事務局の説明を終わります。
続いて、地区担当委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。
初めに、議案第９０号から第９２号までについて、地曵委員お願いします。
議案第９０号から第９２号までについて、仲村推進委員と申請地の調査をしてまいりましたので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準に沿って、順次ご説明いたします。
初めに議案第９０号について、まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、土地利用計画図によると盛土は行うようですが資料がないため被害防除対策について判断できませんでした。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、排水は無く、雨水は自然浸透により処理するため問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、事務局の説明にもあったように第１種農地に当たると思われるため分断する恐れがないと判断できませんでした。
次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、書類の添付がないため判断できませんでした。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準について判断することができませんでしたので、当該申請は却下するべきものと判断いたしました。
次に議案第９１号について、まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、土地利用計画図によると盛土は行うようですが資料がないため被害防除対策について判断できませんでした。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、排水は無く、雨水は自然浸透により処理するため問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、事務局の説明にもあったように第１種農地に当たると思われるため分断する恐れがないと判断できませんでした。
次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、書類の添付がないため判断できませんでした。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準について判断することができませんでしたので、当該申請は却下するべきものと判断いたしました。
次に議案第９２号について、まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、土地利用計画図によると盛土は行うようですが資料がないため被害防除対策について判断できませんでした。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、排水は無く、雨水は自然浸透により処理するため問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、事務局の説明にもあったように第１種農地に当たると思われるため分断する恐れがないと判断できませんでした。
次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、書類の添付がないため判断できませんでした。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準について判断することができませんでしたので、当該申請は却下するべきものと判断いたしました。
なお、議案第９０号から第９２号までについて既存施設の利用状況を確認するため現地調査を行ったところ、添付資料にある既存施設内には資材や車両等は存在しませんでした。
よろしくご審議のほど、お願いします。
却下すべきとの報告が地曵委員からございましたので、先に議案第９０号から第９２号までについて質問・意見等がございましたら、お願いします。
事務局の説明にあったかもしれませんが、申請者からは書類の不備や訂正については拒否がなされたということですよね。
そうです。
どのような手続きで補正を求めましたか。
行政手続法第７条の規定により相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならないとありますので、７月２８日までに補正を行うよう求めたところ代理人から添付書類の一部について補正しましたが先ほど事務局及び地曵委員からの説明に関する部分についての補正には応じなかったです。
代理人は具体的には誰の代理をしているのですか。
議案第９１号の譲受人が議案第９０号の譲受人及び譲渡人並びに議案第９１号の譲渡人並びに議案第９２号の譲受人の代理人を務めています。なお、議案第９２号の譲渡人の代表者でございます。代理人が行った法律行為の効果は本人、この場合には譲受人と譲渡人に帰属することから代理人が補正に応じないことは本人が応じなかったものと同義であると判断いたしました。
委任状にはどのような内容が記載されているのですか。
農地法第５条の規定による許可申請に係る一切の権限を委任するとございます。
事務局からは第１種農地であると説明がなされましたが議案第９３号と異なり例外事由について説明がありませんでした。仮に書類の不備等がない場合にはどうなりますか。
立地基準に照らして判断すると不許可相当になると思われます。
他に意見等がないようですので、先に議案第９０号から第９２号までの３案件について、一括で採決したいと思いますが、異議はございませんか。
〈　異議無しの声　〉
異議も無いようですので、採決いたします。

却下に賛成の方は、挙手願います。
〈　挙　　　　手　〉
挙手全員であります。

よって、議案第９０号から第９２号までの３案件は、却下相当として、知事に意見書を送付いたします。
では改めて議案第９３号から第９７号までについて、地区担当委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。
議案第９３号について齋藤委員お願いします。
議案第９３号について、申請地の調査をしてまいりましたので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準に沿って、順次ご説明いたします。
初めに、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、盛土はおこなわないため、土砂の流出等は起きないと思われます。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、排水は無く、雨水は自然浸透により処理するため問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、一団の農地の端に位置するため問題はないと思われます。
次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、境界から離して設置するなど日照、通風に配慮した計画のため問題はないと思われます。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、生活道路として利用されているしっかりとした道路のため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断いたしました。
よろしくご審議のほど、お願いします。
続いて、議案第９４号について、鈴木康裕委員お願いします。
議案第９４号について、半沢推進委員と申請地の調査をしてまいりましたので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準に沿って、順次ご説明いたします。
初めに、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、盛土はおこなわないため、土砂の流出等は起きないと思われます。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、排水は無く、雨水は自然浸透により処理するため問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、周辺に営農中の農地は無いため問題はないと思われます。
次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、周辺に営農中の農地は無いため問題はないと思われます。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断いたしました。
よろしくご審議のほど、お願いします。
続いて、議案第９５号について、嶌野委員お願いします。
議案第９５号について、申請地の調査をしてまいりましたので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準に沿って、順次ご説明いたします。
初めに、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、盛土はおこなわないため、土砂の流出等は起きないと思われます。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、汚水雑排水は浄化槽で処理した後に雨水とともに南側既設水路に放流する計画のため問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、宅地に接している場所にあるため問題はないと思われます。
次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、境界から離して設置するなど日照、通風に配慮した計画のため問題はないと思われます。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断いたしました。
よろしくご審議のほど、お願いします。
次に、議案第９６号及び第９７号について、村田委員お願いします。
議案第９６号及び第９７号について、須藤推進委員と申請地の調査をしてまいりましたので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準に沿って、順次ご説明いたします。
初めに議案第９６号について、まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、盛土はおこなわないため、土砂の流出等は起きないと思われます。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、排水は無く、雨水は自然浸透により処理する計画のため問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、道路事情がよく、耕作に支障は起こらないと思われるため問題はないと思われます。
次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、太陽光パネルの設置のみであり、高さも２メートル程度であるため問題はないと思われます。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、近隣でも同様の工事等を行っておりため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断いたしました。
次に議案第９７号について、まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、盛土はおこなわないため、土砂の流出等は起きないと思われます。
次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、排水は無く、雨水は自然浸透により処理する計画のため問題は生じないと思われます。
次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、道路事情がよく、耕作に支障は起こらないと思われるため問題はないと思われます。
次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、太陽光パネルの設置のみであり、高さも２メートル程度であるため問題はないと思われます。
最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、近隣でも同様の工事等を行っておりため問題ないと思われます。
以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断いたしました。
よろしくご審議のほど、お願いします。
以上で、説明が終わりました。

ただ今の事務局及び地区担当委員の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。
議案第９３号について、申請地の登記地目は田であるが現況は道路よりも地盤が高く畑となっています。どこかのタイミングで盛土を行っていると思われますが、手続はされていますか。
農地法の許可や届出がなされているか確認できませんでした。ただ、当該地について違反指導を行った履歴についても確認できませんでした。
過去に農地法の手続きを経ずに盛土が行われ、農業委員会もその事実を知らずに至ったこのような事例の場合、転用申請はどのように処理するのか。
添付書類の一つである事業計画書に盛土を行う場合には、その概要を記載してもらいます。本件のように既に盛土がなされてしまっている場合にはその経緯を記載していただきます。このような対応をする案件は、本件のように相当期間知事や農業委員会が農地法違反の事実を覚知していない案件、指導を怠っていた案件などになります。
地区担当である私の記憶になってしまうが、盛土が行われたとすればここ数年ではなく２０年以上前ではないかと思います。田であった時代の記憶がないです。
他に意見等がないようですので、採決に移ります。
議案第９３号から第９７号までの５案件について、一括で採決したいと思いますが、異議はございませんか。
〈　異議無しの声　〉
異議が無いようですので、採決いたします。

許可に賛成の方は、挙手願います。
〈　挙　　　　手　〉
挙手全員であります。
よって、議案第９３号及び第９７号までは、許可相当として、知事に意見書を送付いたします。
次に、日程第９、議案第９９号、２３ページの農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について議題に供します。
事務局の説明を求めます。
議案第９９号の農地法第５条の規定による許可後の計画変更について、ご説明いたします。

申請箇所は、転用位置図５－５真里谷地先の農地です。

今回の変更理由は、転用期間の延長です。

当初、令和６年１２月３１日までに完了する予定でしたが、発注していた発電用パネルが当初計画通りに入手できなかったため、完了を令和７年１０月３１日まで延長するものです。

なお、パネル枚数や工事の方法などの内容は当初の許可から変更はありません。
以上で、事務局の説明を終わります。
続いて、地区担当委員の村田委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。
議案第９９号について、申請地の調査及び転用事業者から事情を聴取してまいりましたので周辺農地の営農条件への支障について、ご説明いたします。まず、本申請は事務局からの説明にもあったとおり、期間の延長となります。申請地の状況は写真にある通り何も手を付けていません。
　周辺農地の営農条件への支障についてという点では、転用目的が変わるわけではなく、周辺の状況も変わりありませんので、問題はなく、転用許可基準を満たすものと思われますので、よろしくご審議のほど、お願いします。
以上で、説明が終わりました。

ただ今の事務局及び地区担当委員の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。
意見等が無いようですので、採決にうつります。
許可に賛成の方は、挙手願います。
〈　挙　　　　手　〉
挙手全員であります。

よって、議案第９９号は、許可相当として、知事に意見書を送付いたします。
次に、本日配付した別冊の追加議案第１００号「農業委員会等に関する法律第２３条の規定による農業委員会の同意について」を議題に供します。
事務局の説明を求めます。
議案第１００号「農業委員会等に関する法律第２３条の規定による農業委員会の同意について」ご説明いたします。

宮崎孝行農地利用最適化推進委員から■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ため、令和７年９月３０日をもって同委員を辞任したいとの辞任願が提出されました。

農業委員会等に関する法律第２３条の規定により、推進委員は正当な事由があるときは農業委員会の同意を得て辞任することができるとされておりますので、同委員の辞任に関し、
お諮りするものでございます。
ご審議よろしくお願いします。
以上で、説明が終わりました。

ただ今の事務局の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。
意見等が無いようですので、採決にうつります。
同意することに賛成の方は、挙手願います。
〈　挙　　　　手　〉

挙手全員であります。

よって、議案第１００号は、辞任について同意することといたします。
これにて、本日の報告事項及び議案の審議は、全て終了いたしました。
以上をもちまして、第２５回総会を閉会といたします。
なお、終了時間は、午後４時であります。
長時間にわたり、ご苦労さまでした。
以上をもって議事の顛末を記載し、相違ないことを証するため署名する。
令和７年８月６日

議　　　　　長　　　
　杉山　孝　　　　　　　　　　　　　　　
議事録署名委員
　　　　桐谷　勝美　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　石渡　和美　　　　　　　　　　　　　
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